
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

生

活

保

護

法

等

に

基

づ

く

指

定

医

療

機

関

の

指

障

害

福

祉

課

定

○

生

活

保

護

法

等

に

基

づ

く

指

定

医

療

機

関

の

事

〃

業

の

廃

止

○

生

活

保

護

法

等

に

基

づ

く

指

定

介

護

機

関

の

事

〃

業

の

廃

止

【

公

告

】

○

落

札

者

等

の

決

定

デ

ジ

タ

ル

推

進

課

○

大

規

模

小

売

店

舗

の

変

更

の

届

出

の

縦

覧

経

営

支

援

課

○

公

共

測

量

の

実

施

監

理

課

○

第

五

十

回

採

石

業

務

管

理

者

試

験

の

実

施

河

川

課

岡

山

県

公

報
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
五
十
一
号

生
活
保
護
法

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号

第
四
十
九
条

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

平

（
）

（
（

。
成
六
年
法
律
第
三
十
号

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む

の
規
定
に
よ
り

医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た

）
）
。

、

令
和
三
年
八
月
十
七
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

病
院
，
診
療
所
又
は
薬
局

名
称

所
在

地
指
定
年
月
日

赤
堀
ク
リ
ニ
ッ
ク

津
山
市
椿
高
下
３
３

R
３
.
６
.
１

真
庭
中
央
薬
局

真
庭
市
上
市
瀬
３
５
１
－
１

R
３
.
６
.
１

豊
岡
ク
リ
ニ
ッ
ク

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
豊
岡
下
２
７
６
－
１

R
３
.
６
.
１

下
土
井
ク
リ
ニ
ッ
ク

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
富
永
１
４
０
３
－
１

R
３
.
６
.
１

サ
ン
薬
局
勝
央
店

勝
田
郡
勝
央
町
黒
土
３
６
６
－
３
－
１
０
１

R
３
.
８
.
１
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
五
十
二
号

生
活
保
護
法

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号

第
五
十
条
の
二

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

平

（
）

（
（

。
成
六
年
法
律
第
三
十
号

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む

の
規
定
に
よ
り

指
定
医
療
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ

た

）
）
。

っ

、

令
和
三
年
八
月
十
七
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

病
院
，
診
療
所
又
は
薬
局

名
称

所
在

地
廃
止
年
月
日

一
般
財
団
法
人
赤
堀
病
院

津
山
市
椿
高
下
３
３

R
３
.
５
.
3
1

真
庭
中
央
薬
局

真
庭
市
落
合
垂
水
２
４
９
－
１

R
３
.
５
.
3
1
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
五
十
三
号

生
活
保
護
法

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等

（
）

（
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む

の
規
定
に
よ
り

指
定
介
護
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
事
業
の
廃
止
の

（
）

）
。

、

。

届
出
が
あ

た
っ

令
和
三
年
八
月
十
七
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

事
業
者

種
類

名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地

廃
止
年
月
日

居
宅
介
護
事
業
者

津
山
調
剤
薬
局
株
式
会
社

津
山
市
南
新
座
１
７
－
４

真
庭
中
央
薬
局

真
庭
市
落
合
垂
水
２
４
９
－
１

R
３
.
５
.
3
1

介
護
予
防
事
業
者

津
山
調
剤
薬
局
株
式
会
社

津
山
市
南
新
座
１
７
－
４

真
庭
中
央
薬
局

真
庭
市
落
合
垂
水
２
４
９
－
１

R
３
.
５
.
3
1
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〔
三
五
〇
〕
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七

年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
決
定
し

た
。

令
和
三
年
八
月
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

岡
山
情
報
ハ
イ
ウ
ェ
イ
運
用
管
理
委
託

一
式

二

契
約
期
間

令
和
三
年
九
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
八
月
三
十
一
日
ま
で

三

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

岡
山
県
総
務
部
デ
ジ
タ
ル
推
進
課

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
三
年
七
月
十
二
日

五

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
オ
ー
ビ
ス

岡
山
市
北
区
大
内
田
六
七
五
番
地

六

落
札
金
額

一
月
当
た
り
八
、
〇
八
五
、
〇
〇
〇
円
（
う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
七
三
五
、
〇
〇
〇
円
）

七

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

八

入
札
公
告
日

令
和
三
年
六
月
一
日
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〔
三
五
一
〕
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
、
縦

覧
に
供
す
る
。

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た

め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
同
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
縦
覧
期

間
満
了
の
日
ま
で
に
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
三
年
八
月
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

届
出
事
項
の
概
要

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

笠
岡
シ
ー
サ
イ
ド
モ
ー
ル

所
在
地

笠
岡
市
笠
岡
二
三
八
八
番
地
ほ
か

２

届
出
者
の
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名

名
称

笠
岡
マ
ル
セ
ン
開
発
株
式
会
社

住
所

笠
岡
市
笠
岡
二
三
八
八
番
地

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

森
年

美
和

３

変
更
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名

(1)
（
変
更
前
）
名
称

笠
岡
マ
ル
セ
ン
開
発
株
式
会
社

住
所

笠
岡
市
笠
岡
二
三
八
八
番
地

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

藤
本

保

（
変
更
後
）
名
称

笠
岡
マ
ル
セ
ン
開
発
株
式
会
社

住
所

笠
岡
市
笠
岡
二
三
八
八
番
地

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

森
年

美
和

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名

(2)

（
変
更
前
）

ア

名
称

ウ
エ
ス
ギ
株
式
会
社

住
所

広
島
県
福
山
市
船
町
六

二
〇

－

代
表
者
の
氏
名

上
杉

博
美

イ

名
称

株
式
会
社
大
創
産
業

令和３年８月１７日　岡山県公報　第１２３１９号



住
所

広
島
県
東
広
島
市
西
条
町
大
字
吉
行
字
向
一

六
〇

－

代
表
者
の
氏
名

矢
野

博
丈

ウ

名
称

株
式
会
社
大
専

住
所

岡
山
市
今
八

一
六

一

－
－

代
表
者
の
氏
名

佐
伯

幸
美

エ

名
称

山
陽
映
画
株
式
会
社

住
所

岡
山
市
西
川
原
一
〇

一

－

代
表
者
の
氏
名

間
野

孝
彦

オ

名
称

有
限
会
社
菅
呉
服
店

住
所

浅
口
郡
寄
島
町
七
五
四
〇

八
－

代
表
者
の
氏
名

菅

富
子

カ

名
称

有
限
会
社
ミ
ズ
ノ

住
所

倉
敷
市
児
島
味
野
二

二

五
一

－
－

代
表
者
の
氏
名

水
野

武
司

キ

名
称

テ
レ
コ
ム
笠
岡

住
所

笠
岡
市
笠
岡
二
四
八
一

九

－

代
表
者
の
氏
名

天
野

定
夫

ク

名
称

株
式
会
社
ジ
ェ
ノ
バ

住
所

笠
岡
市
笠
岡
二
三
八
八
番
地

代
表
者
の
氏
名

奥
村

良
一

ケ

名
称

株
式
会
社
エ
ス
プ
リ

住
所

広
島
県
福
山
市
春
日
町
七
七

七
八

－

代
表
者
の
氏
名

川
元

直
之

コ

名
称

リ
オ

住
所

井
原
市
井
原
町
二
〇
六

二
〇

－

代
表
者
の
氏
名

松
井

康
広

サ

名
称

有
限
会
社
古
澤
時
計
店

住
所

倉
敷
市
玉
島
二

七

二
五

－
－

代
表
者
の
氏
名

古
澤

昭
二

シ

名
称

有
限
会
社
稲
岡
本
店
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住
所

笠
岡
市
中
央
町
二
二

八

－

代
表
者
の
氏
名

稲
岡

俊
介

ス

名
称

有
限
会
社
Ｍ
．
Ｏ
．
Ｃ

住
所

笠
岡
市
笠
岡
二
三
八
八
番
地

代
表
者
の
氏
名

森
脇

正
明

セ

名
称

友
紅
堂

住
所

岡
山
市
門
田
町
一

五

二
六

－
－

代
表
者
の
氏
名

奥
津

裕
子

ソ

名
称

有
限
会
社
西
山
履
物
商
店

住
所

倉
敷
市
玉
島
二

一

一
四

－
－

代
表
者
の
氏
名

西
山

尚
昌

タ

名
称

株
式
会
社
ノ
エ
ル
ヤ
マ
モ
ト

住
所

大
阪
府
大
阪
市
東
淀
川
区
大
桐
二

七

三
三

－
－

代
表
者
の
氏
名

山
本

孝
次

チ

名
称

株
式
会
社
新
日
本
カ
ラ
ー

住
所

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
心
斎
橋
一

四

二
九

－
－

代
表
者
の
氏
名

塩
山

高
之

ツ

名
称

株
式
会
社
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
の
店
セ
ル
フ
お
か
も
と

住
所

笠
岡
市
笠
岡
三
〇
〇
八
番
地

代
表
者
の
氏
名

岡
本

賢
一

テ

名
称

株
式
会
社
中
浜

住
所

浅
口
郡
里
庄
町
新
庄
一
三
三
七

代
表
者
の
氏
名

中
浜

正
高

ト

名
称

有
限
会
社
肉
の
マ
サ
ヤ

住
所

笠
岡
市
笠
岡
二
三
八
八
番
地

代
表
者
の
氏
名

糠
塚

政
人

ナ

名
称

有
限
会
社
オ
オ
ク
ボ
笠
岡
シ
ー
サ
イ
ド

住
所

広
島
県
福
山
市
大
門
町
七

二
四

五

－
－

代
表
者
の
氏
名

平
井

清
吾

ニ

名
称

有
限
会
社
古
城
園
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住
所

笠
岡
市
笠
岡
二
三
八
八
番
地

代
表
者
の
氏
名

奈
須

み
ず
え

ヌ

名
称

株
式
会
社
福
善
薬
局

住
所

岡
山
市
築
港
新
町
一

一
五

一
五

－
－

代
表
者
の
氏
名

猶
原

廣
士

ネ

名
称

株
式
会
社
日
本
印
鑑

住
所

広
島
県
福
山
市
光
南
一

一

二
六

－
－

代
表
者
の
氏
名

小
野
田

汎
幸

（
変
更
後
）

ア

名
称

ウ
エ
ス
ギ
株
式
会
社

住
所

広
島
県
福
山
市
船
町
六
番
二
〇
号

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

上
杉

繁
樹

イ

名
称

株
式
会
社
大
創
産
業

住
所

広
島
県
東
広
島
市
西
条
吉
行
東
一
丁
目
四
番
一
四
号

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

矢
野

靖
二

ウ

退
店
の
た
め
削
除

エ

退
店
の
た
め
削
除

オ

退
店
の
た
め
削
除

カ

退
店
の
た
め
削
除

キ

退
店
の
た
め
削
除

ク

退
店
の
た
め
削
除

ケ

退
店
の
た
め
削
除

コ

退
店
の
た
め
削
除

サ

退
店
の
た
め
削
除

シ

退
店
の
た
め
削
除

ス

退
店
の
た
め
削
除

セ

退
店
の
た
め
削
除

ソ

退
店
の
た
め
削
除

タ

退
店
の
た
め
削
除

チ

退
店
の
た
め
削
除
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ツ

退
店
の
た
め
削
除

テ

退
店
の
た
め
削
除

ト

退
店
の
た
め
削
除

ナ

退
店
の
た
め
削
除

ニ

名
称

有
限
会
社
古
城
園

住
所

笠
岡
市
笠
岡
二
三
八
八
番
地

代
表
者
の
氏
名

取
締
役

奈
須
み
ず
え

ヌ

退
店
の
た
め
削
除

ネ

退
店
の
た
め
削
除

ノ

新
規
入
店
の
た
め
追
加

名
称

株
式
会
社
コ
コ
カ
ラ
フ
ァ
イ
ン
ヘ
ル
ス
ケ
ア

住
所

神
奈
川
県
横
浜
市
港
北
区
新
横
浜
三
丁
目
一
七
番
六
号

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

塚
本

厚
志

ハ

新
規
入
店
の
た
め
追
加

名
称

株
式
会
社
尾
山

住
所

笠
岡
市
笠
岡
二
三
八
八
番
地

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

尾
山

望

４

変
更
年
月
日

令
和
三
年
五
月
三
十
一
日
ほ
か

二

届
出
年
月
日

令
和
三
年
七
月
三
十
日

三

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

１

縦
覧
の
期
間

令
和
三
年
八
月
十
七
日
か
ら
同
年
十
二
月
十
七
日
ま
で

２

縦
覧
の
場
所

岡
山
県
産
業
労
働
部
経
営
支
援
課
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〔
三
五
二
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
倉
敷
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が

あ
っ
た
。

令
和
三
年
八
月
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

測

量

区

域

測

量

の

種

類

測

量

期

間

倉
敷
市
、
矢
掛
町
、

公
共
測
量
（
数
値
地
形
図
修
正
）

令
和
三
年
八
月
六
日
か
ら
令
和
四

浅
口
市

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
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〔
三
五
三
〕
採
石
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
十
一
号
）
第
三
十
二
条
の
十
三
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
第
五
十
回
採
石
業
務
管
理
者
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
三
年
八
月
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

試
験
場
所

岡
山
市
中
区
西
川
原
二
五
五
番
地

お
か
や
ま
西
川
原
プ
ラ
ザ

第
一
会
議
室

二

試
験
期
日年

十
月
八
日
（
金
曜
日
）
午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で

令
和
三

三

受
験
願
書
の
受
付
期
間

年
八
月
十
九
日
（
木
曜
日
）
か
ら
同
年
九
月
十
六
日
（
木
曜
日
）
ま
で
（
土
曜
日
及
び

令
和
三

日
曜
日
を
除
く

）
の
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま

。

で
と
す
る
。
た
だ
し
、
郵
便
又
は
信
書
便
に
よ
る
送
付
の
場
合
は
、
同
日
の
消
印
又
は
通
信
日
付
印

が
あ
る
も
の
ま
で
受
け
付
け
る
。

四

受
験
願
書
の
提
出
先

郵
便
番
号

七
〇
〇

八
五
七
〇

－

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

岡
山
県
土
木
部
河
川
課

五

受
験
手
数
料

八
千
百
円
（
受
験
願
書
に
相
当
額
の
岡
山
県
収
入
証
紙
を
貼
り
付
け
て
納
付
す
る
こ
と

）
。

六

そ
の
他

１

受
験
願
書
等
及
び
試
験
実
施
案
内
書
は
、
岡
山
県
土
木
部
河
川
課
、
各
県
民
局
建
設
部
（
各
地

域
事
務
所
建
設
部
を
含
む

、
岡
山
市
下
水
道
河
川
局
下
水
道
河
川
計
画
課
及
び
倉
敷
市
建
設

。
）

局
土
木
部
土
木
課
で
交
付
す
る
。

h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
p
r
e
f
.
o
k
a
y
a
m
a
.
j
p
/
s
o
s
h
i
k
i

ま
た
、
岡
山
県
土
木
部
河
川
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（

）
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

/
6
4
/

－
－

２

受
験
手
続
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
は
、
岡
山
県
土
木
部
河
川
課
（
電
話
〇
八
六

二
二
六

七
四
七
八
）
又
は
各
県
民
局
建
設
部
（
各
地
域
事
務
所
建
設
部
を
含
む

）
に
行
う
こ
と
。

。
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